
電 気 需 給 契 約 書（案） 

 

 

１ 件  名   錫山鉱山坑水処理施設で使用する電気 

 

 

２ 契約期間   令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 まで 

 

 

３ 契約単価   別紙契約単価明細書のとおり 

 

 

４ 契約保証金  鹿児島市契約規則第２６条第３号の規定により免除 

 

 

 上記の電気の需給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有す

る。ただし、この契約を電子契約にて締結する場合においては、本契約の証として契約内容を

記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者の合意の後電子署名を行い、各自その電磁的

記録を保管する。また、電子署名を行った日にかかわらず、この契約書に記載された契約締結

日より効力を有するものとする。 

 

 

令和８年４月１日 

 

発注者 住    所  鹿児島市山下町１１番１号 

            鹿児島市 

氏    名  代 表 者  鹿児島市長  下 鶴 隆 央 

 

受注者 住    所   

商号又は名称   

              代表者職氏名   



 （総則） 

第１条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この契約書（仕様書及び関係する供給

条件、約款を含む。以下同じ。）に従い履行しなければならない。 

２ 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間

（以下「契約期間」という。）中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を

支払うものとする。 

３ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

５ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

７ この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）

及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

９ この契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。 

 （請求等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除（以下「請求等」とい

う。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、

前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、

既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の

内容を書面に記録するものとする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その

他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任

し、若しくは請け負わせてはならない。 

 （一般的損害等） 

第４条 この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせ

た場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。 

２ 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた

場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。 

 （使用電力量の増減） 

第５条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 

 （契約電力の変更） 



第６条 契約電力が５００ｋＷ以上の場合の契約電力の変更について必要があると認めるとき

は、発注者と受注者とが協議して定める。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは、契約電力を変更しなければならない。 

２ 契約電力が５００ｋＷ未満の場合の各月の契約電力は、その１月の最大需要電力と前１１

月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が５００ｋＷ以

上となる場合等、受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、発注者、受注者協議の上、

契約電力を決定する。 

３ 発注者が第１項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用し

た場合には、受注者の責めとなる理由による場合を除き、発注者は契約超過電力に基本料金

率を乗じて得た金額をその１月の力率により割り引いた又は割り増したものの１.５倍に相

当する金額を超過金として支払うものとする。この場合、契約超過電力とは、その１月の最

大需要電力から契約電力を差し引いた値とする。 

 （使用電力量の計量） 

第７条 受注者は、各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者（以下「一般送配電事業者」

という。）が計量器に計量された値で毎月末日に検針した値を、一般送配電事業者から受領

し、その値により電力使用量を算定し発注者に通知しなければならない。 

 （請求及び支払） 

第８条 受注者は、前条の計量の通知後、当該月に係る電気料金の請求書を速やかに発注者に

提出しなければならない。 

２ 前項に規定する電気料金は、前条の使用電力量と別紙契約単価明細書により算定した額と

する。 

３ 発注者は、受注者からの請求書を受理した日から起算して３０日以内に当該請求に係る電

気料金を受注者に支払うものとする。 

４ 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、

受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約（変更契約を除く。）の締結の日

における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１

項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じて

得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金） 

第９条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金

は、電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）による改正前の電気事

業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき九州管内の一般電気事業者

としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」とい

う。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件

によるものとする。 



（契約不適合担保責任）  

第１０条 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対

し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することが

できる。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求すること

ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代

金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない

でその時期を経過したとき。 

(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 （発注者の催告による解除権） 

第１１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく、電力の供給をする見込みがないと認められるとき。 

 (2) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検

査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。 

(3) 受注者の責めに帰すべき理由により契約期間に履行することとされている契約を履行し

ないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。 

(4) 正当な理由がなく、第１０条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第１２条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。 

(1) 第３条の規定に違反したとき。 

(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。 

 (3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。 

 (5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ



れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし

ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると

き。 

(7) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な

行為をしたとき。 

 (8) 受注者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当することが判明したとき。 

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条におい

て同じ。）又は暴力団員（暴力団対策法同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この

条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる

債権を譲渡したとき。 

(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号におい

て同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

カ 再契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再契約その他の契約の相手方とし

ていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除

を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。

以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法

第２条第２項の事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したとして、同法第４９条

の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 



ケ 受注者が、独占禁止法第６２条第１項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付

命令が確定したとき。 

コ 受注者が、独占禁止法第４９条若しくは第６２条第１項の規定による命令を受け、か

つ、当該命令に係る行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項に規定

する抗告訴訟（以下「抗告訴訟」という。）を同法第１４条に規定する出訴期間（以下

「出訴期間」という。）内に提起しなかったとき。 

サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。 

シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決（ク又はケの

命令の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。 

ス 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）について刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第１３条 第１１条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。  

（発注者の損害賠償請求等） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損

害の賠償を請求することができる。 

 (1) 契約の内容に適合しないものであるとき。 

 (2) 第１１条又は第１２条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。 

(3) 前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定契約電力及び予定使用電力量に契約

単価を乗じて計算した総額の１０分の１に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に

請求することができる。 

 (1) 第１１条又は第１２条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。 

 (2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第２項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、



その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 

５ 第２項の場合（第１２条第９号及び第１０号の規定により、この契約が解除された場合を

除く。）において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。  

（談合その他不正行為による損害賠償の請求） 

第１５条 受注者が第１２条第１０号クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除

するか否かを問わず、損害賠償金額として、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を

乗じて計算した総額の１０分の１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。この契約の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない。 

(1) 第１２条第１０号クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項に基

づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当

廉売の場合 

(2) 第１２条第１０号スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第１９８条の規

定による刑が確定した場合 

(3) その他発注者が特に認めた場合 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、

共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求すること

ができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯

して前項の額を発注者に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する予定契約電力及び予定使用電力量

に契約単価を乗じて計算した総額の１０分の１に相当する額を超える場合において、その超

過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 

４ 受注者が第１項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約（変更契約を除

く。）の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わ

なければならない。 

 （協議解除等） 

第１６条 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があると

きは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたと

きは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 

 （受注者の催告による解除権） 

第１７条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その



期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは、この限りでない。 

 （受注者の催告によらない解除権） 

第１８条 受注者は、第１６条第１項の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合

において、その中止期間が契約期間の３分の１を超えるときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。 

 （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第１９条 第１７条又は前条第１項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （解除の効果） 

第２０条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務

は消滅する。 

２ 発注者は、この契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場

合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。 

３ 前項の電気料金は、発注者と受注者とが協議して定める。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第２１条 受注者は、第１７条又は第１８条の規定によりこの契約を解除したとき、これに

よって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。 

（危険負担） 

第２２条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行する

ことができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができる。 

２ 発注者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注

者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、受注者は、自己の債務を

免れたことによって利益を得たときは、これを発注者に償還しなければならない。 

 （相殺） 

第２３条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額

と受注者に支払うべき電気料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。 

（鹿児島市契約規則等の遵守） 

第２４条  受注者は、この契約書に定めるもののほか、鹿児島市契約規則（昭和６０年規則第

２５号、鹿児島市会計規則（平成４年規則第１６号）及び関係法令の定めるところに従わな

ければならない。 

 （その他） 

第２５条  この契約書に定めのない事項については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電

気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条



件並びに選択供給条件による。 

２ 前項に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。 

３ 発注者及び受注者は双方の了解無く、契約内容その他この契約に関する事項について第三

者に公表してはならない。 

 



別紙 

契 約 単 価 明 細 書 

〔錫山鉱山坑水処理施設で使用する電気〕 

 

１ 契約単価 

電気料金を算出するために定めるべき単価は、次のとおり設定する。なお、この単価には

消費税及び地方消費税額を含めることとし、その率は１０パーセントとする。また、この金

額に１銭未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 

 (1) 基本料金単価 

   契約電力１キロワットにつき、     円  銭 

 (2) 電力量料金単価 

   使用電力量 1キロワットアワーにつき、 

   ア 夏季（７月１日から９月３０日まで）は、   円  銭 

   イ その他季は、   円  銭 

 (3) 特別割引等 

           

 

２ 電気料金請求額の算定 

受注者が発注者に請求する電気料金は、次の(1)から(5)に示す料金を全て合算した金額と

する。なお、請求する料金には消費税及び地方消費税額を含めることとし、この金額に１円

未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 

 (1) 基本料金 

   契約電力 × 基本料金単価 × 力率修正率 

 (2) 電力量料金 

   使用電力量 × 電力量料金単価 

 (3) 燃料費等調整額 

   使用電力量 × 燃料費等調整単価 

   ただし、燃料費等調整単価は、原則として表１に記載した金額を上限とし、これを超え

る場合は、発注者と受注者とで協議のうえ設定する。 

 (4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

   使用電力量 × 賦課金単価 

   ただし、賦課金単価は、経済産業大臣が当該年度の開始前に設定した金額とする。 

  

（表１）燃料費等調整単価の上限設定 



月 分 単 価 

４ 円  銭 

５ 円  銭 

６ 円  銭 

７ 円  銭 

８ 円  銭 

９ 円  銭 

１０ 円  銭 

１１ 円  銭 

１２ 円  銭 

１ 円  銭 

２ 円  銭 

３ 円  銭 

 

 


